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法が不可欠でした。それが従来の経済学、政治学および法学を再統合するということで

した。具体的には、「国際政治経済システム学」と「国際政策協調学」と「国際環境組

織論」の３つの分野の研究者がぞれぞれの分野の研究成果を持ち寄り、その相互交流・

意見交換を通じて、国際社会における経済、政治、法の相互依存及び相互作用を共同で

探求するということでした。そのためには、この３つの分野の研究者が同一の研究施設

で日常的に顔を突き合わせて、意見交換できる環境が必要でした。そのために、１９９

９年、国際協力学専攻の前身である環境学専攻の下に国際環境基盤学大講座が設立され

たとき、この大講座の中に、社会科学における国際政治学、国際経済学および国際法の

３つの分野の研究者を集めることが決まり、２００６年４月、大講座が国際協力学専攻

に改組された後は、制度設計講座の中に「国際政治経済システム学」と「国際政策協調

学」と「国際環境組織論」の３つの分野の研究者を集めることになったのです。 

 

３、本学融合と本件の違法な分野変更手続の関係    

 ２０１０年５月、学術経営委員会で教授選考委員会が設置され、国際政策協調学の教

授人事がスタートしましたが、その募集活動のさなか同年１１月に突然、この教授人事

は一方的に中断されました。その上で、国際協力学専攻の基幹専攻会議で説明も了承も

ないまま、この教授人事の分野が国際政策協調学から社会的意思決定に変更されました。

その結果、国際政策協調学の教授人事は実現しないことになりました。このような人事

手続は悪質違法なもので断じて許すことができません。この悪質違法な人事手続の結果、

予定していた国際政策協調学の新任教授は実現せず、国際政策協調学を不可欠の要素と

する本学融合の取り組みは頓挫と言ってよいほどの多大な支障をもたらしたことは言

うまでもありません。その詳細は陳述書（甲１）７頁以下に、４、国際政策協調学分野

廃止が原告の学融合にとって与えた影響で述べた通りです。 

 

４、国際政策協調学の新任教授実現のためのこの間の取り組み 

 国際政策協調学分野で新任教授を得て本学融合を進めるために、この間、私は次のよ

うな取組みを続けて来ました。同時にこの取り組みは国際環境基盤学大講座及び改組後

の国際協力学専攻で承認され、大講座及び専攻の取り組みとして行われたものです。 

①．２００４年１０月、大講座から専攻への改組に向け、文科省に提出するために、専

攻化のための「国際協力学専攻の目的と研究体制」という文書を大講座の中で検討して

私が作成しました（甲４）。この文書の中で、国際政策協調学分野が専攻の制度設計講
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座の筆頭に明記され（３頁）、その重要性が強調されています。 

②．２００５年４月、国際政策協調学の教授職を国際公募することが大講座会議で承認

されました。尤も、このときは教授間の意見の一致が得られず、最終候補者 1 名を絞る

ことができず、実現しませんでした。 

③．この公募人事の不成立後にも、２００６年４月には国際協力学専攻が創設され、第

１回基幹専攻会議において、国際政策協調学の教授人事を再公募で進めることが確認さ

れました（甲４５同会議の議事録４頁１２）。 

④．２００５年４月以降、専攻化に向け、分野等を確認する作業の中で、国際政策協調

学を新任教授で行うことが決まりました（甲４９参照）。 

⑤．２００９年６月に、私は、基幹専攻会議で国際政策協調学の教授人事の再開を提案

し，了承されました（甲６）。 

 こうした一連の取り組みの末、２０１０年５月から、学術経営委員会において国際政

策協調学の教授人事のための教授選考委員会が設置されました（甲７の３資料１５）。 

 しかるに，この人事は，募集のさなか突然の中断、突然の分野変更により頓挫してし

まいました。その結果、制度設計講座において，社会科学の「学融合」の実践を目指す

という私の構想も頓挫といっていいほどの大きな支障をきたしてしまったのです。 

  以 上 


